


平成 18 年 10 月 
大和信用金庫 

 

☆☆キャッシュカードをより安全に☆☆ 
 
 

＊ＩＣキャッシュカードとは 
 偽造や不正読み取りが困難なＩＣチップを搭載したキャッシュカードのことで、磁気

ストライプカードと較べて高いセキュリティを確保できます。 
当金庫のＩＣキャッシュカードは、ＩＣカードと磁気ストライプを併用したカードで

すべてのＡＴＭでご利用いただけます。 
 
 
1. 取扱開始日 
        平成 18 年 11 月 13 日(月) 
 
２．対象口座（個人のみ） 

  普通預金(総合口座を含みます)・貯蓄預金 
        ※新規開設口座または既にお持ちのカード切替が対象となります。 
 
３．ＩＣキャッシュカードのお申込手続き 

（１）新規口座開設時 
「お届け印鑑」と「ご本人であることが確認できる資料」（お名前、ご住所、生

年月日が記入されている免許証等） 
 

（２）キャッシュカードを既にお持ちの方 
現在使用の「キャッシュカード」と「お届け印鑑」ならびに「ご本人であるこ

とが確認できる資料」を口座開設店の窓口へご持参ください。 
 

４．ＩＣカードにおける一日の利用限度額 
  （１）  現金支払限度額 200 万円 
       但し 磁気ストライプでの限度額は 50 万円まで 
 
    注 1）ＩＣカードでのお取引は、信用金庫のＩＣカード対応のＡＴＭでのみ、ご利

用いただけます。 



注２）一日の限度額はＩＣカードによるお支払・磁気ストライプによるお支払の

合計額とさせていただきます。 
    注３）限度額を更に引下げ希望のお客様は、お取引店の窓口へお申出ください。 
 
  （２）カードによる振込限度額 500 万円 
    注４）限度額は、変更いただけません。 
 
５．発行・切替・更新手数料  

1,050 円 (代理人カード 525 円) 
       ※平成 19 年 3 月末までは発行・切替にかかる手数料は無料です。 
        
 
６．カードの有効期限  

IC カードは 5 年ごとに更新させていただきます。 
カード更新時に手数料 1,050 円(代理人カード 525 円)が必要となります。 
※有効期限到来までに、新カードをお送りします。新カード発行の際に、

カード発行手数料（1,050 円）を、IC キャッシュカードの普通預金から

口座振替により引き落としさせていただきます。 
 

７．取扱可能ＡＴＭ 
（１）当金庫のすべてのＡＴＭコーナーで、ご利用いただけます。 

2 台設置店舗については、IC カード対応ＡＴＭ表示のある 1 台のＡＴＭとなっ

ています。 
 
（２）提携金融機関の ATM をご利用の場合、信用金庫の IC カード対応 ATM では IC

カードの利用範囲でご利用いただけますが、その他の ATM では磁気ストライプ

の利用範囲（限度額 50 万円）でしかご利用いただけません。 
    
 

以   上 


